
発行機関等 部数

八戸市農業委員会 3部

法務局（登記所）

○市外居住者の場合 ④ 申請者の住民票(本人分) 居住地の市町村役場

○法人の場合 ⑤ 法人の全部事項証明書 法務局（登記所）

○土地区画整理事業区域内の場合 ⑥ 仮換地位置証明書 土地区画整理事業施行者

○開発許可を要する場合は加えて ① 開発許可書の写し 建築指導課(市庁別館6階)

農地法第５条届出 提出書類一覧

提出書類

◎ 届出書

① 土地の全部事項証明書

② 位置図（縮尺1/50,000～1/10,000程度）

③ 案内図(添付できない場合､窓口で聞き取りします)

⑦ その他参考となる書類

各1部

※委任状(印鑑証明書添付)が必要となる場合もあります｡


